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１．開  会 

 

【事務局】 それでは、お時間になりましたので、只今から平成２９年度第１回国土技術

政策総合研究所研究評価委員会分科会（第一部会）を開催いたします。 

それでは、会議に先立ちまして、国土技術政策総合研究所所長よりご挨拶を申し上げま

す。 

 

２．国土技術政策総合研究所所長挨拶 

 

【所長】 本当にお暑い中、改めまして２時間という貴重な時間を押さえて、この委員会

に参画いただきますこと、主査を初め各委員の先生方、ありがとうございます。 

国総研は常々、私どもも申し上げているように、仕事のやり方を常に点検しながら必要

な新しい開拓をしていくことを心がけております。 

最近のトピックスとしては、この４月に現場に国総研初の研究室が出来ました。熊本の

南阿蘇村、昨年４月の激甚な熊本の地震災害を受けて、熊本地震復旧対策研究室を開設い

たしまして、九州地整が同じく設けました熊本復興事務所と一緒に車の両輪で国の技術を

どんどん投入して復旧・復興を加速するという態勢を整えてございます。 

それから、直近の話題になりますが、今も懸命な救命活動が続き、また、迅速、緊急の

復旧に今着手しているところでございますが、先週の梅雨前線に伴う大雨の災害、現在な

お現場に国総研の人間も派遣をしておりまして、その他、国交省、地方自治体とタッグを

組み今懸命の取り組みをしているところでございます。 

このような現下の緊急、喫緊の課題に対応することが我々の大きなミッションですが、

もう一つ、やはり一歩先を見ての研究をしていくと、これは研究所として大変重要でござ

います。特に本日ご審議いただく事項立て、これは国総研の名前で、単独でしっかり政府

に要求をして研究予算を確保するという非常に代表性の高いものでございまして、そこに

ついて是非事前の練り込みをしっかりしなければいけないという中で、先生方に忌憚のな

いご意見をいただきたいということでございます。 

議事次第に三つの事前評価の対象がございます。これはいずれも、またこれから説明を

いたしますが、それぞれに少し新しい技術政策の枠組みを作るという意欲を持った課題で

ございます。その分、色々な課題があろうと思いますが、是非アドバイス、ご意見をいた
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だければと思っております。 

それから、国総研はもう一つ事業に密接して、本省、あるいは現場と色々と連携しなが

ら実施していくという仕事のスキームもございまして、それはなかなか研究所単独で評価

をいただくという形にはなりにくいのですが、そういったものの中には、このような事項

立てと同様に、非常に重要な技術的中身を含んでいるものがございます。そういったもの

につきましても、国総研の研究マネジメントを強化しようというスタンスの中で、昨年度

から中間的にご助言をいただく場を設けました。それにつきましては、本日は、６．意見

交換の「洪水危険度見える化プロジェクト」、これも鬼怒川の破堤災害を受けて、何とか

しなければいけないと、国総研は何をするべきかという議論の中で出てきたテーマ、今申

し上げたように、本省とも十分連携しながら進めているものでございますが、これについ

てご紹介いたしまして、様々な観点からご助言をいただければと思ってございます。 

２時間という時間、是非忌憚のないご意見を、毎回いただいたご意見は、非常に時間が

限られているにもかかわらず、本質的なご指摘をいただいておりまして、いつも持ち帰っ

て、こうすれば良くなると練って次につなげているということを毎回おこなっておりまし

て、本日も従前と同様に色々な意見を賜ればと思っております。本日はどうぞ宜しくお願

いいたします。 

 

３．分科会主査挨拶 

 

【事務局】 続きまして、主査にご挨拶をお願いいたします。 

 

【主査】  今日は、事前評価ということで３件、そのうち２件は中期段階で、１件は初

期ということで、それぞれ新規性、あるいは実際にどう展開出来るのかという有効性、実

効性を議論したいと思います。今年の３月に国土交通省から技術基本計画が出されました

が、その中に幾つかのキーワードがあります。ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎは昨年から

出ていましたが、大量のデータをどう扱うのか、人工知能をどう活用するのか、今回のテ

ーマが直接的にこれらのキーワードにつながるかどうかは別として、やはり方向性として、

色々な情報をいかに活用しながら、理解しながら現場で活用していくかということが今後

求められていると思います。そういった観点からも、今回ご提案の内容がより良いものに

なるように適切に批判をしながら、より良くなるようなアドバイスを各委員からお出しい
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ただくことが大事かと思っております。本日も、忌憚のないご意見をそれぞれいただきた

いと思います。宜しくお願いいたします。 

 

【事務局】 それでは、以後の進行を主査にお願いしたいと存じます。主査、宜しくお願

いいたします。 

 

４．本日の評価方法等について 

 

【主査】 それでは、お手元の議事次第に沿って進めたいと思います。 

４番目の、本日の評価方法等についてということで事務局よりご説明をお願いいたしま

す。 

 

【事務局】 それでは、資料２をごらんください。本日の評価方法についてでございます。 

 評価の対象は、先ほど申し上げました平成３０年度新規事項立て研究課題でございます。 

評価の目的については、国の研究開発評価に関する大綱的指針等に基づいて、公正かつ

透明性のある研究評価をおこない、評価結果を研究の目的、計画の見直し等に反映するこ

とを目的としております。 

 評価の視点でございますが、以下の三つ、必要性、効率性、有効性について事前評価を

おこなっていただくということになっております。 

 進行方法についてですが、まず、研究課題の説明ということで１０分間説明をいたしま

して、研究課題について評価をしていただくということで、この評価については、まずは

主査及び各委員からご質問、ご意見等をいただくということになり、②の方でそれを踏ま

えて評価シートを記入していただきます。各委員のお手元に評価シートがあるかと思いま

すが、そちらにご記入いただいて取りまとめをおこない、主査に総括をおこなっていただ

きます。 

５番の評価結果の取りまとめ及び公表ですが、評価結果は審議内容、評価シート及び事

前意見をもとに、後日、主査名で評価結果として取りまとめ、議事録とともに公表いたし

ます。なお、議事録における発表者名については、個人名は記載せず、主査、委員、事務

局、国総研等として表記するものとしております。 

 以上です。 
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【主査】 ご説明どうもありがとうございました。今の説明に関しまして何か委員の方か

らご質問がありますでしょうか。宜しいですか。 

 

５．評  価 

＜平成３０年度新規事項立て研究課題の事前評価＞ 

     ①下水道管路を対象とした総合マネジメントに関する研究 

     ②減災推進のための氾濫リスク情報の活用に関する研究 

     ③大規模地震に起因する土砂災害のプレアナリシス手法の開発 

 

【主査】 それでは、５番目の議題で評価ということで、平成３０年度新規事項立て研究

課題の事前評価に入りたいと思います。 

 それでは、まず１番目の下水道管路を対象とした総合マネジメントに関する研究という

ことでご説明をお願いしたいと思います。 

 

【国総研】 それでは、この表題でご説明をいたします。 

 

〔パワーポイント映写 以下、画面ごとに・の表示〕 

 

・下水道管路の現状でございますが、４７万キロ、地球１２周分ということで膨大になっ

てきております。ただ、下水道は、比較的若いインフラでございまして、単年度の設置の

延長を見ましても、平成１０年がピークになってございまして、５０年経過した管はまだ

全体の３％にすぎないという状況でございますが、今後、老朽化が顕在化して参ります。

既に道路陥没ということで社会的影響もあらわれてきております。下水管は、地下に埋設

されておりまして、状況が分かりにくいものでございますが、点検の状況でございますが、

現在、政令指定都市では１００％調査をおこなっておりますが、平均では約３割の調査の

実施状況ということでございます。調査には金がかかるということと、あと人がいないと

いうこともございます。下水道部署の職員数はピークの６割にまで減少しております。 

 

・まず、下水法改正が平成２７年におこなわれまして、管路の腐食のおそれの大きい箇所
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については５年に１回の点検が義務づけられております。今後、調査が本格的に進んでい

くところでございますが、国総研におきましては、これまで管路の点検の効率化・高速化

を目的といたしまして、机上スクリーニング手法の開発、調査機器の効率化・高速化の研

究をおこなってきたところでございます。 

 

・ただ、現在、状況に応じた点検調査技術、点検調査技術も色々ございますが、その選定

の考え方は明確でありませんので、安易に全てテレビカメラ調査をおこなってコスト高、

スピードアップを図れないなどといった課題がございます。 

また、維持管理情報から改築、修繕をおこなっていくに当たって、こういったマネジメ

ントサイクルを回していくことが重要でございますが、ここで場当たり的な対応で同じも

ので改築するということで不効率になっている状況がございます。特に中小都市におきま

しては、この辺りの修繕、改築、経過観察といったノウハウがないという課題がございま

す。 

 

・本研究の目的・目標でございます。必要性ということでございますが、骨太の方針にお

きましても、老朽化施設の更新において効率性、安全性を両立させるといったことが指摘

されてございます。 

また、本研究の目的でございますが、総合的で適切な管路マネジメントサイクルの構築

を実現することでございます。目標は二つございます。まず一つは、都市の状況に応じた

点検調査技術の選定手法の開発、もう一つが、維持管理情報を活用した計画・設計・施

工・維持管理の最適化手法の提案でございます。 

 

・成果目標と活用方法でございますが、先ほどの目標二つがございますが、効率的な選定

手法に係る手引きの作成、最適な補修・改築・構造変更の手引きを作成すること、維持管

理情報の活用事例集を作成することによりまして、適切な管路マネジメントサイクルの構

築を実現していきたいと考えてございます。 

 

・研究内容のまず一つの具体的な内容でございますが、現在、こういった机上スクリーニ

ング、単体の技術については既往の研究でございますが、管種、管材によって異常の発生

状況は異なっております。例えば、コンクリート管であれば、ずれ・破損、塩ビ管であれ
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ば、ここには沈下とありますが、たわみといった不具合が生じているという状況が多いと

いうことでございます。 

 そこで、異常の発生要因を分析いたしまして、診るべき異常を抽出いたしまして、必要

な技術を選定し、その技術がどのような条件のときに有利になるかといったことを分析い

たしまして、最適な調査手法を選定出来るような基準を作成していくものでございます。

例えば、現在、全てすぐ調査に入ってしまう場合が多いわけですが、現場スクリーニング

によって詳細調査を減らしていく、あるいは、現場スクリーニングをおこなって詳細調査

を省略するなどということで全体の最適化を図っていきたいというものでございます。 

 

・研究内容の２番目、計画・設計・施工・維持管理の最適化手法の提案でございますが、

あるタイミングで出てくる点検調査結果、社会情勢の変化（人口減少、気候変動による豪

雨の頻発化等）、耐用年数（残寿命）、維持管理性、その他（施工性、リスク）といった

評価項目から要求性能を明確化いたしまして、構造変更を含む改築、修繕、経過観察に至

る判断について基準を検討していきたいと考えております。そのために、工法別の性能効

果の分析、状態の把握もおこなって参ります。 

 

・研究の実施体制でございますが、本省・地方公共団体等と適切な役割分担のもと進めて

参りたいと考えてございます。成果は設計指針等に反映していきたいと考えてございます。 

 

・研究のスケジュールでございますが、大きく分けて二つでございますが、二つのうち二

つ目を二つに分けてございます。効率性ということでございますが、これまで国総研で蓄

積してきた管路劣化に関する知見も活用して効果的に分析・検討をして参ります。また、

本省・地方公共団体等とも連携して参りたいと考えてございます。 

 

・研究成果の活用とアウトカムでございますが、手引き、活用事例集を通じて管路システ

ムの持続的な機能確保及びコスト最適化を図っていきたいと考えてございます。また、こ

ういったことで維持管理情報が蓄積されますと、ＩｏＴやＡＩの導入促進、民間の管路管

理への参入の促進につながっていくと考えてございます。 

 以上でございます。 
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【主査】 ご説明ありがとうございました。 

 本日ご欠席の委員からご意見をいただいておりますので、事務局、ご紹介ください。 

 

【事務局】 資料５をごらんください。資料５に欠席委員から各研究課題に対してコメン

トをいただいております。 

今回、下水道管路を対象とした総合マネジメントに関する研究について紹介いたします

が、福岡の陥没の件などもあり、一般に老朽化、維持管理に社会の関心が集まっている中、

時宜を得たテーマであると考えますというご意見。また、三つの評価の視点について、大

変重要な研究であると評価いただいております。 

 二つ目の丸でございますが、ただ、布設条件、管材の種類など、都市の実情に応じた点

検調査技術の選定手法の開発はかなりテクニカルと申しますか、科学・技術的な研究開発

だと考えられるが、その具体的な内容について、資料からではあまり読み取れなかったの

で、その辺りの具体的な方向性については記載がもう少しあった方が良いのではないかと

ご意見をいただいております。 

 以上です。 

 

【主査】 どうもありがとうございました。 

 それでは、ご出席の委員の方々から、今ご説明いただいた管路を対象としたマネジメン

トに関する研究ですが、ご質問あるいはご意見があればご発言いただきたいと思います。

いかがでしょうか。 

 

【委員】  発表の方、どうもありがとうございました。 

 お聞きしたいのは、最近、オープンデータ、オープンガバメントと言っていて、私ども

もどちらかというと色々な方に勧めている立場ですが、下水道の件、先ほどもあったよう

に、去年の陥没事件もあり、結構大事なのかとは思っているのですが、ほかの防災のハザ

ードマップに比べると地下にある分、管路がどのくらい老朽化しているかというのが世の

中にはあまり認知されていない状態なのかと思うのですが、そのようなオープンデータと

いうか、そのようなものを見える化していくみたいなものをもう少し強く言わないと、な

かなか自治体の方まで伝わらないのではないかと思っていて、多分、橋梁の点検調査も公

表がかなりされ始めているのではないかと思うので、その点が一つです。 
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 あともう一つ、ＡＩ、ＩｏＴと言っておきながらも、最後は手引き、ガイドラインにま

とめるみたいなぐらいにとどまっていて、私ども的には、やはり撮った下水道管内の写真

が、腐食ぐあいによって、例えばこれだとかなり危ない状態、ランクを多分つけたりされ

るのではないかと思うのですが、そのようなデータは、結構ＡＩの機械学習、画像診断に

はとても貴重で、私どもも、むしろお金、リソースをかけて自分たちで撮ったりすること

が多々あったりして、そのような意味では、研究所として税金でかなり色々この辺に費や

しているのではないかと思うので、是非数百枚、数千枚ぐらいを公開していただけると、

ほかの方にとってもかなり役に立つ資産で、広がりがより出るのではないかと思いまして

意見しました。 

ありがとうございました。 

 

【主査】 何か追加のご説明等。 

 

【国総研】 福岡の陥没事故については、地下鉄の工事が原因でしたが、一言つけ加えた

いと思いますが、確かに、陥没事故というのは下水道を起因として同じようなことが起こ

り得ることがございまして、大きなものではないのですが、小さい陥没は、既に３，３０

０件、年間に起こっているということでございますので、非常に重要だということでござ

います。 

 データにつきましては、極力、公開出来るような形で今後進めさせていただければと考

えてございます。宜しくお願いいたします。 

 

【国総研】 管渠の劣化データベースについては、現在、国総研のホームページの方でも

公開いたしております。なかなかＰＲがうまくなくて見つけにくいのかも知れないのです

が、地震のときのデータベース、テレビカメラの関係のデータをまとめて公開しています。

今回の資料にもございますように、パワーポイントの３ページの左側のちょうど中間のと

ころに「健全率予測式」と書いているのですが、このもとになる膨大なデータを一応公開

しております。今後も充実を図っていき、更に公開を進められればと考えています。 

 

【委員】 何枚ぐらいあるのですか。 
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【国総研】 都市で言うと５０都市、以前から比べると、都市数自体をかなり追加してい

るとともに、２５万スパン程度を公開しています。 

 

【委員】 ２５万というのは、単位は何ですか。 

 

【国総研】 スパンです。スパンの数値データを公表しております。数値データというの

は、不具合のたわみの度合い、ひび割れがあるといったものを数値データにして、エクセ

ルで公表しておりまして、画像データ等の公表については、また今後の課題と考えてござ

います。 

 

【主査】 ほかにご質問、ご意見。はい、どうぞ。 

 

【委員】  非常に勉強になりました。一つ、先ほどデータベースが公開されているとい

うお話があったのですが、私、この研究の肝心なところというのは、やはり既往の知見と

いいますか、データベースがなければ話にならないのですが、多分、それが分かりやすく

というか、使いやすい、点検の優先順位をつけるときに、そのような観点から見たときに、

どのように分かりやすいか、そうすると、もう少し発展性、発展性といいますか、より良

いものになるのではないかと感じます。 

確かにデータベースは余りにも膨大だから、担当者が見た瞬間に、ではこれをどのよう

に使うのだといったときに、そこを国総研の方が少し後押しをしてあげるというシステム

があればいいのかと思います。今あるのかも知れませんが。 

 もう一つは、優先順位のお話がありましたが、例えば、私は防災の方ですが、多少、劣

化しても、小さな陥没があっても問題ない、問題ないというと語弊がありますが、それほ

ど大きな影響が与えられない場所、地域の条件とおっしゃいましたが、その場所・場所で、

ここはわずかな陥没でも非常に重大な影響を与える可能性がある、そのような視点も、単

に劣化というだけではなくて、それを入れるのはなかなか難しいのかも知れませんが、そ

のようなこともお考えいただければと思います。 

 以上です。 

 

【国総研】 ありがとうございます。 
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【主査】 ほかにいかがでしょうか。 

 

【委員】 私の意見としては、全体的には、このような研究の枠組みで宜しいかと思うの

ですが、少しお伺いしたいことは、９ページの研究内容のところに評価項目として書かれ

ています「社会情勢等の変化（人口減少）」とございますね。この人口減少というのは、

特に中小都市においてはもう既に減少しているわけで、管路の耐用年数５０年、平均寿命

８０年ということを踏まえると、非常に大きな社会情勢の変化というのは今後予測される

わけですが、これに対して「要求性能の明確化」と右にずっと流れていって、最後に「Ｌ

ＣＣ最小化」になるのですが、ここは、今の施設をどのように維持していくか、事故が起

こらないようにしていくかという考え方をベースにすれば非常に分かりやすいのですが、

多分、将来的には下水道全体の形が変わってくるということを前提にしていかないと、ピ

ンと来ないなというところも少しあるのです。 

今の段階ではどのような方針で評価項目、人口減少と要求性能とのマッチングをお考え

になっているのでしょうか。 

 

【国総研】 人口減少によって、例えば下水量が少なくなりますので、管径を小さくさせ

ることなどを踏まえて改築につなげていく、あるいは、本当に２０年後ぐらいになれば、

その下水管は要らなくなることもあり得ますが、そういった場合に、そこまでもてばいい

という考え方をつけ加えるような将来の使われ方まで含んで、今後の改築、修繕につなげ

ていければと考えております。 

 

【委員】 何かそのようなケーススタディ的なことも、この研究の中に含まれていると考

えて宜しいですか。 

 

【国総研】 はい。 

 

【委員】 そうしましたら、是非そこのところは非常に重要だと思いますし、多分、人口

減少でテクニカルにも色々、腐食が進みやすくなったりなど、様々出てくると思うので、

私のリクエストは、５０年後や８０年後というところに対して下水道のあるべき姿という
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のはこのように描かれていって、その中でこの研究というのはこう位置づけられるという

ところが研究の成果として明確になってくると参考になるのではないかと思います。 

 

【主査】 ほかにいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

【委員】 二つほどあって、一つは少しど素人の質問ですが、都市部においてゲリラ豪雨

という災害に向けて下水道の管を太くしておかなくてはいけないだろうとは思っています

が、そのようなものは大体リプレースは終わったのかというのが一つの質問です。２番目

の質問は、最近、道路や橋のメンテナンスのお話をいたしているのと同じで、小さい自治

体になればなるほど、このような維持管理に費やすお金も労力もないということで、多分、

そのような自治体さんが欲しいのは、何かの組み合わせでうまくメンテナンス出来ないだ

ろうかというノウハウ本的なものが欲しいのだろうと想像します。自治体のパワーによっ

ておこなう方向というか、総合マネジメントとおっしゃる部分のやり方というのが多分違

ってくるべきであろうということが気になって話を伺っていたのですが、あまりその辺が

明示されていなかったというのが少し気になったという点で、これは指摘させていただく

ぐらいにしておこうかと思います。 

 以上です。 

 

【国総研】 ゲリラ豪雨対策でございますが、例えば東京都区部などでは、もう一巡目の

５分の１の整備が終わっておりまして、１０分の１ということで、重要なところから順位

をつけながら、増補管と言いまして２本目の管を入れる等、レベルアップを図ってきてい

るところでございます。 

 自治体の規模によってやはり維持管理の体制なども違いますので、お金もあって人もい

て、例えば東京都みたいなところは、どんどんカメラを入れればいいのですが、入れられ

ないところに対してどのように安く出来るのかというところも主眼で考えていきたいと思

っております。 

 

【主査】 ほかにいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

【委員】 民間を代表して、委員として参加しておりますので、少し他の委員の方と違う
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ご質問をいたしたいのですが、これからの社会情勢の中で下水道施設の管理に対して、民

間化の流れがある中で、本日のご提案の中に、受け手が官のイメージがやはり見ていて強

くて、先ほど委員の方からご指摘がありましたが、では穴が開いて、落ちて、誰が責任を

取るのだなど、そのリスクの分析なり保有の仕方なのか、回避の仕方なのか、出来れば方

式の選定ではなくて、そこから得られた知見の反映のさせ方といったものが提示されてい

くと、まさにマネジメントになるのかと思っておりまして、単純に耐用年数がどのくらい

残っているかというだけでは、多分、人・物・金が限られている中で民間に任せますと言

われて、同じことを実施していると何のために民間がおこなっているか分からないという

図式になるのではないかと思っておりまして、難しいことは百も承知で私どももこのご質

問をしていますが、そういった、この３カ年の中かどうか分からないのですが、将来に向

けてそういったところに向かう可能性というのは、今、あるのでしょうか。 

 

【国総研】 下水道管理の民間活力の活用ということで、下水管がなかなか見えにくいで

すので、おっしゃるとおり、どこまで責任を民間会社が負うのかというところは非常に難

しくて、なかなか民間参入が進まないという状況がございますので、そういった管の劣化

の状況を明らかにして、民間が入るのだったら民間にオープンしていくということが重要

になろうかということでございますので、こういった研究の結果、民間参入につながって

いくのかということでは考えております。 

 

【主査】 そろそろ時間も限られておりますので、それぞれの委員から評価シートにご記

入いただいて、集計をいたしたいと思います。 

 

〔評価シート記入・集計〕 

 

【主査】 記入していただく間に私から一つ。 

実施しようとしていることはよく分かりますし、その方法の内容はある程度記載してあ

るのですが、具体的にどのような方法というか、アプローチする研究の方法の説明が貧弱

だったように感じます。要は事業体からこういった情報を集めてくるのであれば、どれぐ

らい集めてくるのか、あるいは、手引きを作るのであれば、今までの下水道施設設計指針

に出ているような維持管理の調査項目以外に写真など何を追加するのが必要なのか。新し
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いデータや方法を使わないとＩｏＴを活用しているとは言えないし、ＡＩも使えないから

新しい項目を見直すなどが求められていると思います。さらには、データの取り方をどう

工夫するのかというのを国総研が実施し、データ提供をするのは民間事業者が実施したデ

ータ、事業体から取ってくるデータなのだろうと推察しています。そこら辺について、あ

まり丁寧に説明がなかったように思います。結局、どのような方法で、どう今までとは違

う新しい方法が出来て、もう劣化データベースは充実されることは分かったのですが、ど

う新しく新展開するかという方法の部分が少し分かりにくかったと思います。 

 皆様からご意見が出そろいましたので、委員は６名でしたので、実施すべきであるが５

名で、一部修正して実施すべきという意見が１件ございます。 

評価シートをもらったばかりですが、先ほど皆さんほとんどご発言いただいていると思

いますので、その点を踏まえて研究を進めていただければといいのかと思います。基本的

には重要なテーマであって実施すべきであろうということと、先ほど各委員から出た点を

ご留意いただければと思います。宜しくお願いいたします。 

 それでは、続いて２番目の課題でございます。 

 減災推進のための氾濫リスク情報の活用に関する研究ということでご説明をお願いいた

します。 

 

【国総研】 宜しくお願いします。 

 減災推進のための氾濫リスク情報の活用に関する研究ということでご説明したいと思い

ます。 

〔パワーポイント映写 以下、画面ごとに・の表示〕 

 

・この研究は、河川研究部内の複数の研究室、水害研究室長、あるいは後ろに控えており

ますが、水循環研究室長初め、河川研究室、こういった研究室が共同で取り組む研究とい

うことで、私の方から代表してご説明いたします。 

 

・２ページ目ですが、まず、研究の背景・問題点ですが、もう私からは言うまでもないと

は思いますが、大規模水害が頻発しているという状況でございます。更に、今後、気候変

動影響によって、こういった豪雨の激甚化は更に今後も進んでいくだろうということが推

定されているところでございます。 
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このような中で、治水整備を今まで進めてきているわけですが、やはりこれだけでは対

応出来ないのではないかということが、一昨年の関東鬼怒川水害でも改めて提起されたと

ころでございまして、水防災意識社会を今後創っていく必要があるということが言われて

いるところですが、そうしますと、やはり氾濫が起こることは完全には防げないかも知れ

ないと。しかし、そういったときでもやはり人的被害、地域の壊滅的被害を防ぐといった

減災対策をしっかり実施していく必要があるという、これは、もう様々な提言からも言わ

れているところでございます。 

しかしながら、施設規模を超える洪水時の減災・リスク低減の対策手法につきましては、

例えば危機管理に資するプッシュ型の情報を迅速に住民の方々に提供するなど、あるいは

水防活動をしっかり実施していく、このような対策は個々の現場で、ここが破堤した、破

堤しそうだというときにおこなうわけですが、しかし、それだけで本当に十分だろうかと。

やはり事前に、この氾濫エリアであればこのような氾濫が生じる、そのようなリスクがあ

ると分かっているのだったら、事前にそのリスクをもっと低減するような方策があるので

はないかということをしっかり考えていく、そのような考え方を体系化していくのが重要

ではないかということでございます。 

問題点としては、今のようなことで、やはり我々、人間が出来ることは限られているわ

けでございまして、むしろ地形・河道特性、河川が有する特性を活かして、減災・リスク

低減対策に活かせないかといったところを、むしろそういったことを活かす体系化のあり

方を今後考えていく必要があるのではないかと。あるいは、そういった手法を今後展開し

ていく住民の方々、自治体の方々に理解していただくために、どういったリスク情報を示

して、それをどのように提示して活用してもらうか、まだ対策と情報との間がつながって

いないという辺りの問題意識がございます。 

 

・ということで、次、研究の目的・目標に行きますが、今申し上げたようなことが上の必

要性のところに記載してございます。既に図にも記載しておりますように、「想定最大規

模降雨による洪水浸水想定区域図」というのは公表されつつあるわけですが、しかし、こ

れだけの情報を出しても、そのリスク情報に応じてどのような対策を講ずるべきかという

のがセットになっていないと、やはりお手上げ状況になってしまうおそれがあるわけです。 

その辺りをしっかりつなぐ研究をおこなっていこうということでございまして、目的・

目標としましては、この三つの研究をおこなっていきたいと。まず、施設整備規模を超え
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る洪水時の氾濫ブロックごとの減災対策検討手法、いわば、氾濫ブロックでの氾濫が起こ

ることを想定したときの対策の検討の枠組みをどのように作っていくか、そこの辺りをま

ず考える、それがまず出発点になります。 

次に、ではそれで、そのようなリスクがあり得るというときに、そのようなリスクを制

御といいますか、それ以上リスクが増えないように河川工学的にどのようなやり方があり

得るのかという部分が２番目の研究でございまして、地形・河道特性を踏まえて、それを

前提にした上で、氾濫リスク低減対策をどう河川側で取れるのかが２番目の研究でござい

ます。 

３番目として、そのような全体の枠組み、河川で出来る仕事、それ以外のところで減災

推進を流域でもおこなっていただく必要がある、そういったときにどういったリスクの情

報の出し方をするべきか、これが三つ目の研究でございます。こういったことを総合的に

取り組むことで減災推進に貢献していこうという研究でございます。 

 

・研究の目的・目標の２枚目ですが、４ページ目ということになります。このポンチ絵が

非常に重要なポンチ絵ですが、これで我々の全体の研究の説明をしたいと思うのですが、

まず、左側が、例えば今、堤防を整備しつつありますが、整備途上であると。そうします

と、やはり完全に守り切れないところがありまして、例えば歴史的に昔から氾濫が頻発す

るようなところでは、下流側にそのような、もし越流させるのだったらここから越流して

もやむを得ないという部分が、例えば霞堤などは有名なものですが、そういった歴史的な

もの、あるいは自然地形でもそのような特性がある部分があります。そうしたものがあり

ますと、逆に上流側の住宅地があるようなところで突然破堤しますと大被害になるわけで

すが、むしろそういった下流側からじわじわと上がっていくということが、もし仮にある

とすれば、そうしますと、逆に下流側から水が来ているぞというのが住民にも分かります

ので、避難する時間がある、避難しようという意識にもなりますし、また、下流側から氾

濫が来るようになりますと、氾濫水が勢いよく流れてきませんので、むしろじわじわと上

がっていくということで、流速、上昇速度が小さいということでリスクを小さく出来るの

ではないかということが期待出来るわけです。もし、堤防を一律に整備すると、もちろん、

１００分の１、２００分の１まで作るというのは方針ですから、それはおこなうわけです

が、そこまではいいのですが、そこまでは守れるわけですが、一旦、それを超える超過洪

水、想定を超える洪水が来たときに、どこで切れるか、どこで氾濫するか分からないわけ
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でございます。そうしますと、いわば潜在的破堤点が無数に存在するという状況で、水防

活動、避難誘導が非常に困難な状況に陥るわけでございます。全方位で対応しなければい

けない、これは実際問題無理なわけでございます。突然来ますから、事前避難も非常に困

難であると。そして、上流側でもし切れますと、非常に大きな流速が突然襲ってくるとい

うことで非常に危険なわけです。 

そうしますと、昔からの知恵というか、下流側からじわじわ上がってくるという知恵は

昔からあるわけですが、このようなものを逆に、今後積極的に保全していく、活用してい

くという流れが、計画規模までは守るにしても、計画規模を超える洪水に対しては、こう

いった考え方を有効に活用するというのが今後の方向性ではないかということを、ここで

あえて提案して、そのようなものを今後しっかり保全するといったことを今後守って、ま

たそれによって本当のリスク低減を図っていくために必要な研究をここでおこなっていこ

うという研究でございます。 

 

・研究成果の活用のところに入りますが、先ほど三つの研究をおこなうと申し上げたわけ

ですが、まず全体の、氾濫ブロックごとの減災対策の検討の枠組みを検討しようというこ

とでございまして、人的被害、地域の壊滅的被害という二つに着目して、それのリスクと

いうのがどのようなものなのか、それに対して減災を図るために、どのような対策を講ず

るべきなのか、その辺りをしっかり考えていこうということでございます。 

例えば、人的被害を減らすのであれば、単に最大浸水深だけではなく、その上昇速度、

流速度などといったこともあるでしょうし、壊滅的被害ということでいうと、いわゆる事

業所の直接的被害だけではなくて、例えばどれだけ運転がとまったと、それによってどれ

だけ経済的な波及、関連業者に波及被害が生じるか、そういったところも含めて実感を伴

うリスク評価をしていくということで減災対策に結びつけていくと。しかし、どこかでそ

のような浸水被害が生じるわけで、それに対する手当てをどうするべきか、法的・社会的

な枠組みを考えなければいけませんので、その辺りをこの１番目で考えていくということ

でございます。 

２番目で、先ほど申しましたような霞堤というのは非常に分かりやすいわけですが、既

存の地形、河道特性を活かしていくわけですが、しかし、色々な洪水の出方がありますの

で、様々な降雨波形に対して、本当にそこから最初に越水するということが、ある程度保

証出来るのかどうか、その辺も含めて水利学的、水文学的検討がここで必要になってくる
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ということでございます。 

 

・３番目としまして、次のページに行きますが、減災推進のためのリスク情報活用手法の

提示ということで、ここでリスク情報を作るとしても、例えば分かりやすい例としては、

少し例として悪いかも知れませんが、火災のリスクがある中で区画整理が必要だというこ

とを事前に言ってもなかなか実際に進まないで、いざ地震が起きて大火災になって、あの

ときに区画整理をしておけば良かったということがよくあるパターンですが、そのような

ことのないように、いかに行動につながるリスク情報を出してもらうか、この辺りが重要

な研究になってこようかと思います。 

 

・ということで、例えば８ページのところが１番目の研究で、減災対策の検討の全体枠組

みを考えるということでございまして、私が先ほど口頭で説明した内容がここで捉えられ

ております。これを色々な地域の特性に応じて必要な氾濫リスク情報を整理していこうと

いうことでございます。 

 

・②としては、例えばそのような歴史的にここが低いところがあるといったところで、ほ

かのところで越水してしまう可能性もあるわけですが、そうならないようにするためには

どうしたら良いか、その辺りを水利・水文学的に少し考えていくと。 

 

・３番目としましては、先ほど申しましたように、リスク情報が活用されないという状況

がある中で、では、過去の事例、あるいは海外の事例を調べまして、どのようなときにリ

スク情報がしっかり活かされて減災行動につながったのか、その辺りを分析することで情

報の出し方、見せ方、使い方を明らかにしたいということでございます。 

 

・体制としましては、こういった四つの研究室を中心に、土砂災害研究部や都市研究部と

連携しますし、また、やはり大河川の中流部をどちらかというとイメージしているわけで

すが、そうしますと、やはり農地の被害というのも無視出来ませんので、そこについて農

村工学研究部門、農林省の研究所とも連携して、情報公開して参りたいと思っております。 

 

・三つの研究と申しましたが、それぞれ並行して進めることが可能と思っておりまして、
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最終年度に向けてモデル地域を設定して、より試験的な実態を反映したような形での具体

的な検討を進めて参りたいと思います。 

以上で説明を終わります。 

 

【主査】 どうもありがとうございました 

 それでは、同様に欠席委員からのご意見を。 

 

【事務局】 簡潔に紹介いたします。同じく資料５の２枚目をおめくりください。二つ目

の丸ですが、①施設整備規模を超える洪水時の氾濫ブロックごとの減災対策検討手法の開

発について、無数のパターンについて準備せねばならないのではないかと思うのですが、

いかがでしょうかというご質問。 

 あと、一番下ですが、③のような研究についても、是非、学会の論文等の形で、発信及

び議論してほしいという意見がございました。 

 そのほか、おおむね肯定出来るという意見をいただいております。 

 以上です。 

 

【主査】 ということで、欠席委員からのご意見でした。 

 それでは、出席されている委員から、ご質問、ご意見をお願いしたいと思います。 

 はい、お願いいたします。 

 

【委員】 まさに、今、タイムリーな話題だろうと思います。いずれにせよ、常総の事故

もありましたし、先ほどもゲリラ豪雨という言葉を遣わせていただきましたが、どうも日

本の雨の降り方というのは随分変わってきているので、貴重な研究かと思います。 

 ただ、一つだけ気になったのは、危険なところにそもそも住む人の方が悪いのだという

考え方というものを考えるとすると、どうも減災とおっしゃるターゲットは災害が起きた

ときにその場にいた人たちということで、災害が起きそうな場所に住まわせないというこ

とも減災の範囲ではないかと思うのです。だとすると、そこまで研究の範囲なりフィール

ドなりを広げて考えていただくことも検討していただけないかと思いながら話を伺ってお

りました。 

 以上です。 
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【主査】 何かございますか。宜しいですか。 

 

【国総研】 そうですね。これは都市研究部とも連携しますし、出来る限り、そういった

方向性も、もちろん頭に置きたいと思いますが、しかし、現実問題としては非常に難しい

ということは、もう散々言われているところでございまして、立入規制まではなかなか難

しいわけでございますが、そこを誘導していくというのが今の考え方ですが、そこをいか

にうまく誘導していくか、そこはまさにリスク情報の出し方なのかなと。 

 また、逆にそれを誘導するにしても、やはり何らかの手当て、補償措置も必要ですし、

そこの部分でどのような枠組みが必要か、そこを少しフォローしていきたいと思っており

ます。 

 

【主査】 逆に言うと、こういったリスク情報が正しく出ることによって、今言ったよう

な住み方みたいなものへ誘導するところまで持っていくというのが今回の趣旨なのかと私

は理解しました。そこを明確にしないと、そういった誘導が出来ないのだろうということ。 

 ほかに、ご質問、ご意見。はい、どうぞ。 

 

【委員】 非常に先鋭的な研究といいますか、かなりデリケートな研究でもありますよね。

少し私がお聞きしたときに、要するに、下から破堤させて、破堤させるというと語弊があ

りますが、弱点を作ってあげてとも聞こえるわけです。多分、その辺りというのは、工学

的、水理学的には、ここが破堤したらこうなるということの分析は出来るわけですが、恐

らくそれを説明するときには、社会の合意形成、工学は工学で割り切って良いのですが、

その辺がないとなかなか実現性が難しいかと思うのです。確かに、言われているときに、

霞堤でもいいのですが、そこは氾濫させてもしようがないのかと言われると、やはり住ん

でいる人にとってはなかなか受け入れがたいという面もあるかと思うのです。でもそれは、

そこをうまく地域住民の方の合意形成を取るという１本をどこか将来的に入れておけば良

いのかと感じました。 

 以上です。 

 

【主査】 ほかにいかがでしょうか。 
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 私から一つ。氾濫リスクという言葉と水害リスクという言葉がどう区別されているのか。

要は、被害までを考えたリスクなのか、今回は氾濫リスクなので、どこがどのような氾濫

が起きるような確率があり、それがどのぐらい重大なレベルなのかと。ただ、最大浸水深

ではなく、それに至るまでのスピード、広がりなども考慮する。それにプラスして、そこ

に人が住まなければ別に被害が起きないから、住んでいるか住んでいないのか、そこに非

常に重要なものがあるのかどうかを考えると水害リスクになるという立場として、その前

の段階の、氾濫がどう起きるのかという水害リスクを正しく評価するためのリスクを正し

く評価したいというところを今回はおこなわれるのですか。きっとそうかなと思いながら

聞いているのですが、その辺が少しわかりにくかったので、クリアにしておきたいと思い

ます。 

 

【国総研】 ありがとうございます。その点、こちらもこの文章を作りながら悩んだとこ

ろですが、英語で言うとＦｌｏｏｄ ｒｉｓｋで良いと思うのですが、日本語の場合、今

おっしゃる水害リスク、氾濫リスク、洪水リスク、浸水リスクなど色々あるわけです。今

回の用語の使い方としては、氾濫する事象、つまり川からあふれるという事象に重点があ

る場合は、氾濫リスクを遣って、いざ浸水が起こったときに、個別の家屋なりに被害が起

こるところに研究が重点として置かれている場合には水害リスクと言葉を遣い分けて、今

回の場合は、先ほどお話ししたように、川から氾濫するところに重点を置いています。た

だ、もちろん最終的には人の被害と地域の壊滅的被害ということで、最終的には被害まで

見るのですが、被害の起こり方を重点的に見る研究ではなくて、水理的に川からあふれる

ところに重点を置いているので、氾濫リスクという言葉を最終的には遣っておりますが、

もし学会等の中で、この用語が良いというのが明確になれば、是非そちらの方を遣いたい

と思うのですが、こちらとしても書きながら、おっしゃるとおり、どうすれば良いのかと

思ってきたところです。 

 ただ、川からあふれる方を重視した研究なので、氾濫リスクという言葉を今のところは

遣っております。 

 

【主査】 私もそのように理解して聞いていたのですが、そうすると、雨の降り方がどれ

ぐらいの確率で出るかによって、リスクとしては重大度は出るのですが、それがリスクと

言われると、どれぐらいの確率でどうなるのかみたいな話になってきます。そうすると、
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どこで破堤するかといったときも、また、どれぐらいの洪水のものを想定するかによって

も、そのリスクの大小は変わってくるわけですよね。その辺について、具体的に外力とし

ての雨については、とにかく想定最大外力だけを考えて、それの問題を議論するのか、２

０年、３０年の雨のときの議論もする、５０年、１００年、更によっては５００年ぐらい

のレベルのいわゆる最大想定外力みたいなものを考えるのか、その辺はどうでしょうか。 

 

【国総研】 そこは、先ほど説明が飛んだので、９ページをごらんいただきますと、９ペ

ージに、②地形・河道特性を踏まえた氾濫リスク低減対策検討手法の開発ということで、

まず最初に、氾濫ブロックごとの上流からの最大洪水流量を設定します。つまり、この対

象とする氾濫ブロックよりも一つ上の氾濫ブロックの堤防高を超える流量規模になれば、

上流であふれてしまうわけです。ということは、対象氾濫ブロックに流下してくる洪水流

量の上限値というのは、まず設定出来ると仮定しています。その流量が上限値になりまし

て、施設整備規模を下限値とします。下限値と上限値の間に複数規模の洪水群を設定しま

して、おのおのについて縦断的な不等流計算をかけます。そのイメージが、右にある水位

縦断分析イメージになるのですが、字が小さいのですが、Ａ１、Ａ２、Ａｘという形で、

例えば１，０００ｔが整備規模だったら、１，１００ｔ、１，２００ｔ、１，３００とい

う形で、先ほどの一つ上の氾濫ブロックで満杯になる流量が１，５００だとすると、１，

５００までの間、例えば５ケースなりを設定するわけです。おのおのの水位縦断を書くこ

とによって、おのおのの流量が来たときに、どの地点から越水する可能性があるか、どの

地点が相対的に越水しやすいかということを、まず整理します。その中で、一番堤内地に

とって被害が小さくなりそうな地点はどこであるか、それが現在の地形特性と一致してい

るかどうか、一致していないのであれば、それを一致させる方策はあり得るのかという検

討を進めたいと思っています。 

 

【主査】 すみません、私が長く聞きました。 

 ほかにございますでしょうか。 

 

【委員】 今のは大変おもしろいと思っているのですが、そのような河川工学的なシミュ

レーションの話はあるにせよ、やはり最後、ほかの委員からも出ていたようなリスク情報

の認知やリスクコミュニケーションが出口としてあってほしいと是非思っていて、それが
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補償なのか、あるいは民間の保険会社と組み、水害に遭ったら幾ら払いますということま

で出来るのかなど、あるいは避難の通知がかなり優先的におこなわれて、すぐに逃げられ

るからとりあえずは大丈夫という感じにするか、結構、色々と担保の仕方というのも何か

あるのかとは思っているので、その辺ももう少し見えるといいかと思いました。 

 

【国総研】 おっしゃるとおりで、今おっしゃった方策は全て今回のターゲットに入って

います。つまり、土地のリスクに応じて、先ほどのように、ある場所を従来どおり低い地

形のままに置いておくことによって氾濫ブロック全体のリスクを低減すると。その場合、

当然、その氾濫しやすい場所の土地所有者に対しては何らかの補償というのが必要でしょ

うと。ただ、それはリスク分布が分からないと補償額の妥当な額というのが検討出来ない

ので、今回の情報が必要になると。 

 それから、避難させることにつきましても、色々なシナリオがある中で、また水防団も

高齢化などによって人数が減っている中で、現実的に全部を守れない。そうすると、現在

の水防団の力からすると、下流端の相対的に低いところだけに特化して、何とか地域のリ

スクを減らすのが最善だなど、そういったところで色々な方策が今回の対象になります。

ただ、基本になるのは、氾濫ブロック内のリスク分布をしっかりと出すことによって、議

論に必要な情報を出すと、そこが今までなかったものですので、今回おこなうべきだと考

えております。 

 

【委員】 ありがとうございました。おもしろいと思っていて、研究でミャンマーやバン

グラデシュへ行くのですが、大体半年ぐらい梅雨で、毎日何かあふれていて、国民も流さ

れて当然、しようがないみたいに割り切っているところもあったりして、そのようなとこ

ろが意外にきちんと評価出来たりすると、周りと、世銀やＡＤＢなども、投資するときに

流域一帯を評価する、興味を持ったりするケースもあると思うので、そのようなものにも

適用出来るかと思いました。 

 ありがとうございました。 

 

【主査】 それでは、時間も来ましたので、各委員、評価シートに記入いただいて、集め

て総括したいと思います。 
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〔評価シート記入・集計〕 

 

【主査】 ６名の委員から評価シートを集めましたが、全員実施すべきであるという評価

でございます。 

既に発言された意見もありますが、最終的な氾濫リスク情報、あるいは対策をいかに市

民にうまく伝えるところ、うまく発信していただきたいということなど、都市整備の方で

いわゆる再生法におけるコンパクトシティ化みたいな話とのつながりを意識されると良い

のではないかということや、あるいは、先ほど出ましたが、最終的に水害リスクにつなが

るような形での整理をいただきたいというご意見がございます。 

 非常に重要なテーマでありますし、それをいかに、科学的な知見を最終的に分かりやす

く提示するかという、最後の３番目の項目にどう活かしていくかというところが非常に困

難な部分でもあります。非常に重要な部分ですので、積極的に展開いただきたいというこ

とだと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、３番目の課題に移らせていただきます。 

３番目は、大規模地震に起因する土砂災害のプレアナリシス手法の開発のご説明をお願

いしたいと思います。 

 

【国総研】 土砂災害研究部から大規模地震に起因する土砂災害のプレアナリシス手法の

開発についてご説明いたします。 

研究期間は３年間を予定しておりまして、土砂災害研究部には、二つ研究室があります

が、２研究室で検討して参りたいと思っております。 

 

〔パワーポイント映写 以下、画面ごとに・の表示〕 

 

・まず、１枚目のパワーポイントですが、研究の背景・目的としては、昨年の熊本地震、

３．１１のときの福島県での大規模地すべり等、大規模な地震がありますと、小規模の崩

壊も生じますが、大規模な崩壊によって被害が拡大し、後々の復旧にも非常に影響すると

いうことがございます。 

右側に二つグラフを示しておりますが、折れ線グラフと棒グラフがあります。中越地震、
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あるいは一番右の岩手宮城内陸地震は、小規模な崩壊地も多かったのですが、特に大規模

なものの個数や密度も多かったところです。熊本地震は一番左側ですが、横ずれ断層の地

震ではありましたが、それなりの大規模崩壊もあったということです。背景の中にありま

すが、地震直後にヘリコプタによる概略の把握をしたり、空中写真を撮ってそれを判読し

たりということをおこないますが、一般的に数日以上、概略把握にかかっています。熊本

地震のときもヘリコプタと地上から土砂災害の危険箇所の緊急点検を実施しましたが、実

際には１０日以上かかったということで、これを何とか減らす努力をしたいと思っており

ます。特に大規模な地震後に大規模な斜面崩壊を含めて迅速に把握する技術がないという

ことが課題です。 

 

・次のスライドは、今、国総研が持っている地震時斜面崩壊危険度評価システムというの

がありまして、平成７年の兵庫県南部地震のときの六甲山地の表層崩壊を分析しまして、

加速度のデータ、地形として傾斜、平均曲率から斜面崩壊の危険度を評価します。平均曲

率は斜面の凸型か凹型かを表します。加速度を入力してメッシュ単位の斜面の相対的な崩

壊危険度を評価する仕組みを作っております。これは、その後の中越地震、岩手宮城等で

も適応し、適応性を評価しているところですが、まだまだ精度向上も必要でありますし、

また、大規模斜面崩壊については評価出来ないことになっております。 

 

・今回の研究の目的・目標でございます。まず、必要性は、事前に想定される地震の斜面

崩壊発生状況を推定しておきたいと思っております。幾つか複数の想定地震、例えば南海

トラフ地震や首都直下地震といったもので、想定地震度がありますので、それを使って、

あらかじめ地形や微地形や地盤条件、地震動特性から事前に崩壊の箇所を推定するという

手法を開発したいと思っております。 

二つフローが載ってございますが、左側が今までの方法ということで、右がプレアナリ

シスを事前にしておくことによって、ヘリ調査の箇所も地域を少し絞り込んで効率良く概

略調査をすることによって、今までより数日程度早く概略調査が出来ないかと考えており

ます。そのようなことを目標にしたいと思っております。 

 

・次のページは、成果を三つ程度考えておりまして、まず、素因の観点から見た大規模斜

面崩壊のおそれのある地域・箇所の抽出手法、それから誘因の観点から、それから、それ
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を取りまとめるということによって、地震時の土砂災害危険箇所の緊急点検等は今もおこ

なっていますが、そういった手引きに、この成果を反映して参りたいと思っております。 

 

・研究の全体像としては、まず、地震によって大規模崩壊が生じるプロセスを把握すると

いうことで、国内外の近年の大規模崩壊の事例を中心に地形、地盤の特徴を分析すること。

特に、火山灰など特殊な地盤条件に着目しておこなっていくというところ。それから２番

目として、大規模崩壊のおそれのある地域・場所を推定する技術を開発する。それから地

震動についても特徴の解明をおこなう。それを組み合わせて、最終的に斜面崩壊の発生状

況を事前に把握するという手法を開発していきたいと思っております。 

 

・少し具体的な研究内容として、まず素因の分析手法として、地形等については、最近は

レーザープロファイラや空中写真の詳細な地形判読手法がありますので、実際、地震によ

って崩壊した地形がどういった形状かといったことについて、過去の、長野県西部地震

（１９８４年）から最近の熊本地震まで、また海外の事例も含めて整理をいま一度してい

きたいと思っております。 

それから、微地形としてよく大規模崩壊の前兆となる微地形、重力変形地形など、前も

って色々な変状があらわれているような地形といったものは、衛星ＳＡＲの干渉解析によ

って微小な変位をあらかじめ推定する手法がありますので、そういった技術を活用して参

りたいと思っております。 

それから、特に地震で斜面崩壊をするときには、特定のキー層のところがすべり面にな

ることがありまして、これは３．１１の地震のときには、特定の火山灰層の粘土化した層

がすべり面を形成していたということもありますので、火山については火山研究者の方で、

各数万年単位の火山噴火の火山灰の降灰範囲といったデータがありますので、そのような

知見を活用し、その風化層がどこに存在するかといったことを調べて参りたいと思ってお

ります。 

 

・それから、誘因の方の分析としましては、上の図は、ある震源断層が逆断層の場合、上

盤側と下盤側がありますが、特に上盤側で崩壊が多いと言われておりますが、地震断層か

らの距離に応じて下盤側はやはり崩壊も少ない、１キロ、２キロ先ぐらいまでは多いので

すが、急激に少なくなっていくといった地震断層の位置の関係によってどうかといったこ
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ともございます。 

また、左下は、国土地理院が衛星の干渉ＳＡＲを使いまして、地震断層の上下動の変位

量を解析する手法を最近捉えております。一方、真ん中の図は、地震計というのは市街地

部に多くてなかなか山地部の正確な地震動がはかれないと。実際には、クリギング法等に

よる内挿補完をおこなって山地の地震動を推定するわけですが、左側の干渉ＳＡＲの変位

情報を使って、起きた地震動をより正確に推定することが可能ではないかと考えています。

右側の図のように、そういった地震動を使って斜面の実際の崩壊の安定解析をして参りた

いと考えております。 

 

・全体の研究体制ですが、地方整備局等で崩壊時のＬＰデータ等がありますし、国土地理

院は、先ほど言いました干渉ＳＡＲ、あるいは国外の色々な研究機関、イタリア、ニュー

ジーランドといった地震による崩壊を伴った研究成果があるところ、あるいは大学は地震

動そのものを解析する成果、そういった機関と連携をして効率的に研究を進めて参りたい

と思っております。 

 

・研究は３年間としまして、四つの項目をそれぞれ１，５００万円ぐらいずつ予定をして

いるところでございます。 

 

・最後でございますが、成果の活用というのは、少し最初にもお伝えしましたが、地震後

に、土砂災害危険箇所緊急点検を砂防部局でおこなっておりまして、そういったものの手

引きに反映して参りたいと思います。また、事前にある程度想定する手法を今回開発して、

それを手引きにして取りまとめて参りたいと思っております。それにより、あらかじめ複

数ケースを推定することにより、的確な対応、特に地震直後の状況把握が従来以上に効率

的に実施出来るものと考えております。 

 以上でございます。 

 

【主査】 どうもありがとうございます。 

 それでは、欠席委員からのご意見をお願いします。 

 

【事務局】 資料５の３ページ目をごらんください。一つ目の丸では、タイムリーかつ三
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つの評価の視点の全てにおいて、大変重要な研究であるという評価をいただいております。 

二つ目の丸ですが、資料７ページについて、様々な情報を短時間で抽出して、求めたい

結果を求める研究は、まさに時宜を得たテーマ、課題という評価をいただいております。 

 三つ目の丸ですが、一方で予測プレアナリシスは天気予報と同じで、当たることもあれ

ば外れることもあるということで、プレアナリシスが当たっているか外れているか分から

ないから、結局全域にヘリを飛ばすというのでは、あまり効果的ではないのかも知れない

ということで、その辺の考え方はどうなのかという点に興味があるというご意見をいただ

いております。 

以上です。 

 

【主査】 どうもありがとうございました。 

 それでは、ご出席の委員からご意見、ご質問をお願いしたいと思います。いかがでしょ

うか。はい、お願いします。 

 

【委員】 少し確認というか、質問をいたしたいのですが、４ページのスライドのフロー

でお見せいただいたように、今回、強調されているプレアナリシス分析というのを施して

おけば、事前情報として持っておいて、このようなところが崩落していそうだから調査も

事前にエリアを限定出来て、調査しやすいということで、調査の時間短縮を図るというこ

とが本研究の最大の目的だと認識しておいて宜しいですか。 

 

【国総研】 そうですね。そもそも、やはり地震によって崩壊する場所をピンポイントで

特定するというのは、もちろんかなり難しいと思っておりまして、ただ、大規模な崩壊で

すと、やはり、かなり地形、地質的な影響、素因の影響等もかなり含まれているだろうと

いうことを考えますと、この研究を通じてどこまで精度を高く、まさに委員からもご質問

があった不確実性というのは当然伴っていると思っておりますので、研究を通じて、どこ

まで精度の高い予測技術が得られるかというのは、かなりおこなってみなければというと

ころもありまして、今は成果の一番の目標は、幾つかの、首都直下でも想定地震動という

のはマグニチュード、地震動の長さ、波長、色々あると思いますが、それを幾つか想定し

て、プレアナリシスをしておくことによって、実際起きたときには、それに一番近いもの

はどれかというのを取り出して、そこで想定された地域を重点的にまず調査をしようとい
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うことで効率化が図れるだろうというのを最大の目的としております。ただ、成果の精度

によっては、もう少し踏み込んだ事前の色々な防災計画にも役立てられる場合もあるかと

少し想定をしております。 

 以上です。 

 

【委員】 私もそう考えていて、どちらかというと、調査技術の方がひょっとしたらもっ

と早く発展して、あっという間に地形をスキャニング出来てしまうような技術が１年後に

出てくるかも知れない。そのようなことを考えると、逆にこのプレアナリシスで出てくる

結果というのが、今おっしゃったような防災計画というところに、どうすれば反映しても

らえるのだろうという議論を、逆に言うと、裏で進めていただくというか、そちらも期待

したいなと思いました。 

 以上です。 

 

【主査】 どうぞ。 

 

【委員】 今の委員のご意見と近いかも知れないのですが、先ほどの大規模斜面崩壊発生

のおそれのある地域みたいな、多分、候補地みたいなことだと思うのですが、全国でいう

と、数百ぐらいのレベルをイメージしているか、数千ぐらいか数万ぐらいかというのは、

どのぐらいの規模のイメージなのでしょうか。 

 

【国総研】 私の説明不足かも知れません。この研究では、過去の地震、左下には分析す

る地震の例として、長野県西部地震から昨年の熊本地震までを記載しておりますが、そう

いった過去の地震による崩壊データ等を使って分析をしていくことと、例えば首都直下地

震の想定地震動を使って推定をしてみるということはあるのですが、それを全国の活断層

は非常にたくさんあって、またその想定地震動もたくさんあるわけですが、全ておこなう

ということではなくて、その調査手法といいますか、評価手法を今回は取りまとめていき

たいというものでございます。 

 

【委員】 それは分かるのですが、最終的に、特にチェック、注意しておかないといけな

いエリアというのが、最終的に全国でどのぐらいになるのかによって、例えば数百ぐらい
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であれば、ではそのようなところはやはり危ないから、センサーを常につけてモニタリン

グしておいた方がレスキューのことも考えても良いのではないか、さすがに数万だと難し

いのではないかなど、割と現実的な、予算的な議論にも直結させられるかと思いましたし、

あと、斜面何とか想定区域というデータは、たしか全国でも公開されていますよね、ゾー

ンみたいな形で。 

 

【国総研】 土砂災害警戒区域のことと思います。今、県の方で指定を進めておりまして、

これは、どちらかというと、土石流、地すべり、がけ崩れですが、降雨に伴って発生する

知見を活かして、その区域を、今、県がそれぞれ最終的には６７万カ所という数になる予

定ですが、そのような調査をしております。 

 

【委員】 それは、地震とは、直接はリンクしないがということですか。 

 

【国総研】 例えば、最初に示しました阿蘇大橋のところの右側の写真ですが、こういっ

たところは、いわゆる土砂災害防止法に基づくイエローゾーンの指定区域には当たってお

りません。地震では、雨で崩れるようなものとは違うような地形で、例えば凸型のところ

であるなど、あるいは、ここでいうと下に国道、鉄道があったのですが、人家がなかった

もので調査の対象にもなっていなかったと思いますが、そのようなことがありますので、

何万カ所、斜面の大規模崩壊を、全国の地震で崩壊する数がどのくらいかというのを直ち

にお答えは出来ないのですが、降雨に伴う土砂災害の危険箇所も先ほど言いました６７万

カ所あって、なかなか、センサー等で事前にそれを全て監視していくというのは、かなり

実態としては難しいのかなと感じております。 

 

【委員】 少なく特定出来る技術があるのであれば、少し予算もかけられるのかなと思っ

たりしました。 

 ありがとうございました。 

 

【主査】 ほかにいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

【委員】 非常にある意味チャレンジングな研究だと思います。前に大規模崩壊危険度マ
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ップというのをたしか国総研が公開されていますよね。それとの対応関係はどのようにな

っているか少し確認したいというのが一つ。 

 もう一つは、これはプレアナリシスということで、これでいいかと思うのですが、やは

り、多分、将来的には予測が入ってきて、それが多分、次のところへの研究テーマになる

と思うのですが、そのようにつながっていく感じかなと思いますが、そのようなコメント

です。 

 

【国総研】 委員がおっしゃった深層崩壊の推定頻度マップ等は土木研究所と国交省で公

表しておりまして、これは、誘因が地震であるか降雨であるかというのは特に区別はして

おりませんが、地質的な要因や第四紀における隆起量などから、全国的に深層崩壊が生じ

やすい区域を特定しまして、更に、その区域内でまた微地形判読や地形の詳細な調査をし

て危険度評価は進めているところでございます。 

 ただ、これは少し誘因が、どちらかというと降雨で起きるものが多いということで、そ

れに重きを置いた調査手法になっているところでございます。 

 

【委員】 ありがとうございます。私が少し気になったのは、気になったというわけでは

ないのですが、深層崩壊といったときに、深層崩壊もかなり大規模崩壊で、確かに降雨も

誘因として起きますし、二重山稜、あるいは斜面のクリープなど、多分そのようなものが

記載してあったと思うのですが、だからそれはお互いに重なるといいますか、だからそこ

の最終的な出口として、それは今までの深層崩壊のものと、仕分けではないですが、統一

的な説明は多分つくはずですが、ということだと思います。 

 

【国総研】 少しだけ補足をいたしますと、表にある阿蘇大橋であったり、福島の事例と

いうのは、降雨を起因として、このような地質、このような隆起量のところで深層崩壊が

発生しやすいだろうという場所からは外れている場所です。地震の場合は、その下にもあ

りますように、一つの地震で１００個など、下手するとそのような単位で大きい崩壊が起

こるのですが、豪雨ですとなかなかこのようなことはなくて、やはり地震の外力というの

が、ある意味、豪雨の外力を上回るような外力を与えているのではないかということも考

えられますので、少し地震に特化して、そのような大規模な崩壊を見ていければいいので

はないかと思っています。 
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 ただ、委員がおっしゃるように、重なる部分はもちろんあると思いますので、その辺は

しっかり整理していきたいと思っています。 

 

【主査】 私から少し確認ですが、今回の研究は、大規模地震が起きる場所が幾つかある

ということを想定して、そこで起きたときに大規模崩壊が必ず起きるということではなく

て、起きたとすると、そこでこのぐらいの地震があったの情報があれば、このような表層

崩壊が起きているだろうということを予測する。したがって、起きた後に解析計算をする

方式ではないのですよね。ということは、地震の想定さえ出来れば、色々なところで表層

崩壊が起きるという予測をする意味も持っていますよね。 

ですが、説明を聞いていると、地震が起きた後、きっとこの辺に表層崩壊が起きている

かも知れないから、ここは注意しなくてはいけないと聞こえたのですが、ある程度、ここ

とあそこと、場所を決めてプレアナリシスをされると、そこのマップは出来ると理解して

宜しいでしょうか。それは、では何カ所ぐらいおこなわれるのですか。 

 

【国総研】 過去の地震を分析して、その要因を整理してプレアナリシスの手法を開発し

て、首都直下地震なのか南海トラフか、そういったような巨大なものを。 

 

【主査】 基本を作った後に幾つかだけ。 

 

【国総研】 もう既に地震動が想定されていて、内閣府等で公表されているものを使って、

例えば首都直下ですと、過去、関東大震災でも丹沢などでかなりの山崩れが起きて、実際

の被害も起きていますから、そういったことを想定して、丹沢や横浜、横須賀といった市

街地、静岡なども含めて、それと、あとどのような被害が想定されるかというのは、少し

モデル的に実施していきたいと思います。 

 

【主査】 あと、細かいことですが、プレアナリシスという言葉は必須なのですか。片仮

名でわざわざ言わないといけないのかなと思いました。片仮名流行りもありますが、日本

語でもいいのではないかと、このままでも結構ですが、片仮名である意味を聞いてみまし

た。 
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【委員】 被害シミュレーションなどとは、また違うということですか。 

 

【主査】 何か意識があるから使われたのかなと思ったので、片仮名である必要性につい

て答えを期待していました。プレアナリシスの代わりに、事前分析なり事前解析でもいい

かなと、あるいは事前危険度評価とか、予測などという言葉でもいいのかなと思いました。

個人的な感想です。 

 それでは、評価シートにご記入いただいて全体の取りまとめをしたいと思います。 

 

〔評価シート記入・集計〕 

 

【主査】 ６人の委員の中で５名の方が実施すべきである、１名は一部修正して実施すべ

きであるということですので、非常に重要な研究課題であると評価いたしたいと思います。 

 もう既に幾つかご意見が出ておりますが、最終的に成果物がどのような形になるのかと

いうことと、こういったプレアナリシスの結果自身が減災にどう活用出来るのかといった

ところを意識しながら研究を取りまとめていただきたいという意見が出ておりますので、

反映していただければと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、３件、事前評価をいたしました。第一部会で担当するものは以上になります

が、本日評価いただいた研究課題の評価書につきましては、今日の議論を踏まえて作成し

たいと思います。最終的に、私、主査の方で取りまとめについてはご一任いただくという

ことで宜しいでしょうか。 

 

（ 了承 ） 

 

【主査】 それでは、そのように手続を進めさせていただきたいと思います。 

事前評価３件ございましたが、一件一件で討議しましたが、何か全体を通じてご意見が

あればお願いしたいと思いますが、宜しいでしょうか。 

 

 

６．意見交換（省略） 
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７．国土技術政策総合研究所所長挨拶 

 

【事務局】 分かりました。主査、ありがとうございました。 

 それでは、最後に所長よりご挨拶を申し上げます。 

 

【所長】 ありがとうございました。個々のいただいた貴重なアドバイス、ご指摘につい

ては、もう個々にしっかり反映させていくということに尽きると思います。 

その上で、改めていただいた様々な意見、我々がどのようなところで議論し悩んできた

かを見通した上での、その先の議論を大分いただいたと思っております。ご意見を聞きな

がら、我々がおこなっていた議論とも重ね合わせて、どこが足りないか、かなり私も含め

て、ここにいる人間がかなりクリアになったと思いますので、必ずブラッシュアップに活

かして、より良い形で提案に持っていきたいと思っております。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 

８．閉  会 

 

【事務局】 以上をもちまして、平成２９年度第１回研究評価委員会分科会（第一部会）

を終了いたします。ありがとうございました。 

 事務局より連絡ですが、本日配付いたしましたお手元の資料につきましては、お席に置

いていただければ、後日、郵送いたしますので、そのまま机の上に置いていただいて結構

でございます。 

 


